
一般社団法人 クロスオーバー大和 

障害福祉サービス事業 

ご利用にあたって 

 

◎利用の申込が出来る方 

  原則・発達障害と診断を受けており、障害福祉サービスの支給決定を受けられる方 

【発達障害】 

原則・知的障害を伴わない ASD（自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群等）、学習障害、注意

欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害 

◎利用申込手続きから利用開始まで 

   

①市区町村の障害福祉課等または相談支援事業所・発達障害支援センター・通院されている病院の

医療相談室等にご相談ください。 

   

②当事業所においてご本人と面接を行います。必ず事前に予約をお取りください。 

 

③面談後、4日間の体験利用を行います。 

 

④体験後、利用の意志が決まりましたら利用申込書類をお渡ししますので、作成して当事業所宛に

送付してください。 

   1）利用申込書 2）生活状況票 3）その他（医療情報提供書、心理または職能評価等） 

※ 上記の書類は、サービスを提供する上で必要になります。 

※ 受理後、提出された書類によって判断しがたい場合は、来所をお願いすることがあります。 

※ サービス利用に至らなかった場合、提出いただいた書類は速やかに返却いたします。 

 

⑤当事業所で利用承諾の可否を判断後、ご本人及び市区町村に速やかにお知らせします。 

 



 

⑥お住まいの市区町村障害福祉課等にサービス利用の申請をしてください。 

サービス利用にあたって相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼される方は、担当者

にご相談ください。 

   

 

⑦市区町村の障害福祉課等への申請した後に、「認定調査（心身の状況把握）」と「勘案事項調査（地

域生活、介護者、居住、日中活動、就労等の状況の把握）」が実施されます。 

 

 

⑧利用にあたり、当事業所の障害福祉サービス内容を「重要事項説明書」に沿って改めて説明いた

します。説明内容の同意を得て、当事業所と「利用契約書」により契約を結びます。 

 

 

 

・「就労継続支援 B型」 

市区町村が「支給決定」を行い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されると利用が可能 

となります。 

・「自立訓練（生活訓練）」（訓練期間 2年） 

市区町村が仮の支給決定（「暫定支給決定」）を行った後に利用が可能となります。 

暫定支給決定期間に、当事業所がサービス利用の効果についての評価をいたします。そして、

ご本人にサービス利用の意思があることを確認し、当事業所が必要書類を市区町村に提出しま

す。市区町村はサービス利用の適否を総合的に判断し、利用期間等の決定をして「障害福祉サ

ービス受給者証」が正式に交付されます。 

 暫定支給決定期間の後、サービス利用の継続が市区町村に認められなかった場合には、当事業

所との福祉サービス利用契約は終了となり、その後も利用を希望する場合は有料のサービス

となります。 

 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

＜お問い合わせ先＞  

担当窓口 薄葉寿恵 

連絡先 046-240-7736 


